参考様式第１-２号（規則第８条第３号関係）	（日本産業規格Ａ列４） Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ

申	請	者	の	誓	約	書

次の技能実習生に技能実習を行わせるに当たり、下記の事項を誓約します。
※誓約事項の各項目を確認の上、□部分に☑を記載すること。

	
技能実習生の氏名（国籍
（国又は地域））
	 

	
	test1 ( アルゼンチン )


	
	test2 ( 中国 )


	
	test3 ( オーストラリア )


	
	test4 ( コロンビア )


	
	test5 ( 中国 )



※ 複数名について記載する場合には適宜欄を追加すること。記載しきれない場合には別紙に記載することも可とし、当欄には「別紙のとおり」と記載すること。

記

【誓約事項】
☑１	保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。
☑２	技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団体
（団体監理型技能実習の場合）、取次送出機関（団体監理型技能実習の場合）又は外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。
☑３	技能実習生に対して、暴行、脅迫、自由の制限その他人権を著しく侵害する行為を行った
ことはありませんし、今後も決していたしません。また、技能実習生に対して他からこうした行為が行われていないかどうかについて、定期的に確認します。
☑４ 入国後講習における技能実習生の法的保護に必要な情報についての科目が終了する前、及び当該科目に係る入国後講習の期間中は業務に従事させることは、決していたしません（第 1 号企業単独型技能実習の場合）。また、入国後講習の期間中に技能実習生を業務に従事させることは、決していたしません（第１号団体監理型技能実習の場合）。
☑５ 技能実習生の目標の達成状況の確認を技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験により行わない場合にあっては、技能実習指導員が技能実習責任者の立会いの下で技能実習の目標を全て達成していることを確認するなど、評価の公正な実施を確保します。
☑６ 労働者災害補償保険への加入又はこれに類する措置を講じます。
☑７ 技能実習生の帰国旅費（第３号技能実習の開始前の一時帰国を含む。）を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます（企業単独型技能実習の場合）。
☑８ 技能実習計画と反する内容の取決めをしたことはありませんし、今後も決していたしません。
☑９ 監理団体から監理費として徴収される費用について、直接又は間接に技能実習生に負担させることは、決していたしません（団体監理型技能実習の場合）。
☑10 不正に技能実習計画の認定を受ける目的、その他出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的等で、偽変造文書等を行使したり提供したりしたことはありませんし、今後も決していたしません。
☑11  技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体による実習監理を受けることとしま

す（団体監理型技能実習の場合）。
☑12 除染等業務及び東京電力福島第一原子力発電所敷地内における業務を実習内容に含む技能実習は、決して行いません。
☑13	技能実習生が、婚姻、妊娠、出産した場合に、解雇その他不利益な取扱いをすることは、決していたしません。
☑14	外国人技能実習機構が行う実地検査に協力いたします。
☑15 上記のほか、技能実習に関する法令に違反することは、決していたしません。万一、技能実習に関する法令に違反してしまったときは、直ちに外国人技能実習機構（企業単独型技能実習の場合）又は監理団体（団体監理型技能実習の場合）に報告します。
☑16 申請書類一式について、記載内容は、事実と相違ありません。

2024年31月07日	作成
申請者の氏名又は名称 test
作成責任者	役職・氏名 staff_name
